
奈
良
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
和
歌
山
県
と
の
境
界
に
係
る
道
路
の
管
理
の
方
法
及
び
管
理
に
関
す
る
費
用
の
負
担
に
つ
い

て
、
和
歌
山
県
と
協
議
が
成
立
し
た
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

協
定
道
路

路

線

名

区

間

延

長

一
般
国
道

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
北
山
村
小
松
ト
ン
ネ
ル

三
七
八
一
・
〇
メ
ー
ト
ル

一
六
九
号
（

和
歌
山
県
坑
口
か
ら

（
う
ち
奈
良
県
側
三
〇
九
〇

奥

道
路
）

和
歌
山
県
新
宮
市
熊
野
川
町
田
戸
橋
西
詰
及

・
〇
メ
ー
ト
ル
）

び

川
橋
西
詰
ま
で

二

管
理

こ
の
道
路
の
管
理
は
、
和
歌
山
県
知
事
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
が
行
い
、
奈
良
県
に
属
す
る

区
間
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
甲
が
奈
良
県
知
事
（
以
下
「

乙
」
と
い
う
。
）
の
権
限
を
代
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
道
路
の
災
害
復
旧
事
業
は
、
甲
、
乙
そ
れ

ぞ
れ
が
属
す
る
区
間
を
施
工
す
る
も
の
と
し
、
境
界
を
ま
た
ぐ
施
設
に
つ
い
て
は
、
甲
、
乙
が
事
前

に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

三

費
用
の
負
担

道
路
の
維
持
、
改
築
及
び
修
繕
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
維
持
管
理
費
」
と
い
う
。
）
の
負
担
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

小
松
ト
ン
ネ
ル
並
び
に
田
戸
橋
及
び

川
橋
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ト
ン
ネ
ル
又
は
橋

（一）
梁
の
延
長
割
と
す
る
。

費
用
負
担
を
要
す
る
区
域
が
明
確
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
の
属
す
る
県
の
負
担

（二）
と
す
る
。

費
用
負
担
が
明
確
に
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
理
協
定
区
間
の
総
延
長
割
と
す
る
。

（三）

甲
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
前
に
維
持
管
理
費
の
負
担
額
を
乙
に
通
知
す
る
。

（四）



乙
は
、
甲
の
請
求
に
よ
り
、
毎
年
度
当
初
に
そ
の
負
担
額
の
二
分
の
一
を
予
納
し
、
精
算
完
了

（五）
後
に
精
算
額
を
出
納
整
理
期
間
中
に
納
入
す
る
。

維
持
管
理
費
以
外
に
費
用
を
要
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
甲
は
、
乙
に
協
議
す
る
。

（六）
四

協
議
事
項

三
の
工
事
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
工
事
内
容
等
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
、
甲
、
乙

事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
照
明
の
交
換
、
ト
ン
ネ
ル
照
明
の
保
守
点
検
等
の

軽
易
な
も
の
及
び
緊
急
時
の
道
路
啓
開
等
の
緊
急
性
の
高
い
も
の
を
除
く
。

五

占
用
料

甲
が
二
に
よ
り
乙
に
属
す
る
区
域
に
つ
い
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
当
該
占
用
料
の
額
及

（一）
び
徴
収
方
法
は
、
奈
良
県
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二

十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
徴
収
し
た
占
用
料
は
、
甲
の
収
入
と

す
る
。

乙
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
後
、
条
例
が
改
正
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
改
正
後
の
条
例
を
甲

（二）
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

六

道
路
の
区
域
の
供
用
改
廃
の
告
示

乙
に
属
す
る
区
間
の
区
域
決
定
及
び
道
路
の
供
用
又
は
廃
止
の
公
示
は
、
乙
が
行
う
。

な
お
、
乙
が
公
示
を
行
う
場
合
は
、
乙
は
、
甲
に
事
前
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
公
示
後
、
表

示
図
の
写
し
を
甲
へ
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

七

道
路
台
帳

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
乙
に
属
す

る
区
間
の
道
路
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
は
、
乙
が
行
う
。

な
お
、
乙
が
道
路
台
帳
を
調
製
し
た
場
合
、
乙
は
、
甲
へ
写
し
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

八

通
行
制
限

甲
は
、
道
路
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
通
行
制
限
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
、
乙
に
通

知
す
る
。

九

協
定
の
効
力

こ
の
協
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
し
、
こ
の
協
定
が
発
効
し

た
と
き
を
も
っ
て
平
成
八
年
七
月
二
十
九
日
付
け
で
締
結
し
た
協
定
は
、
失
効
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
協
定
は
、
新
協
定
を
締
結
し
、
発
効
し
た
と
き
を
も
っ
て
失
効
す
る
も
の
と
す
る
。

十

疑
義
等
の
決
定



こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
書
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
、
甲
、
乙
協
議
の
上
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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